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＜応用編　その2＞

マイナンバーは、実際に次のような場面で使います。

■問い合わせ■　企画政策課　企画政策グループ　緯52‐1111（内線309）

＜児童手当現況届＞

＜厚生年金の請求＞

　勤務先にマイナンバーを提示し

ます。勤務先は、それを記載して、

税務署や市に源泉徴収票を提出

します。

＜源泉徴収票等に記載＞

　毎年６月に児童手当の

現況届を提出する際に、

市へ提示します。

　厚生年金を請求する時

に、年金事務所へ提示し

ます。

　金融機関等にマイナンバーを

提示します。金融機関は、それを

法定調書（保険金の支払調書、

特定口座の開設等）に記載して、

税務署へ提出します。

＜法定調書等に記載＞

将来的にはこんなメリットも将来的にはこんなメリットも！！
・予防接種の履歴や確定申告に必要な情報などをネットで取得。
・引越しなどの複数の届出が、パソコンでまとめてできる。


